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�愛媛県告示第１５２９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成１９年１０月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成１９年１０月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成１９年１０月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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○ 指定介護予防サービス事業者の指定……………………………………１０８３

○ 指定居宅サービス事業を行う事業所の所在地の変更…………………１０８４

○ 指定居宅介護支援事業を行う事業所の所在地の変更…………………１０８４

○ 指定介護予防サービス事業の所在地の変更……………………………１０８４

○ 指定居宅サービス事業の廃止……………………………………………１０８５

○ 指定介護予防サービス事業の廃止………………………………………１０８５

○ 指定介護療養型医療施設の指定の辞退…………………………………１０８５

○ 大規模小売店舗の新設の届出の概要等…………………………………１０８５

○ 兼用工作物の管理の方法について………………………………………１０８６

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………１０８６

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０６５４３ 株式会社たいじゅ 愛媛県松山市太山寺町２４
１６番地３ 訪問介護 ヘルパーステーション清

和
愛媛県松山市太山寺町２４
０１番地２ 平成１９年８月１日

３８７０２０１５４２ ベストケア株式会社 愛媛県松山市北条辻６１０
番地１５ 通所介護 ベストケア・デイサービ

スセンターしまなみ
愛媛県今治市近見町一丁
目３番３号 平成１９年８月１日

３８７０３０１０７８ 社会福祉法人正和会 愛媛県宇和島市保田甲１９
３２番地２ 通所介護

社会福祉法人正和会デイ
サービスセンターやすら
ぎ

愛媛県宇和島市蛤９５番地
３ 平成１９年８月１日

３８７１３００３８４ 医療法人誓生会 愛媛県四国中央市土居町
入野９７０番地 通所介護 デイサービスのぞみ 愛媛県四国中央市土居町

入野９７０番地 平成１９年８月１日

３８７０４００６４９ 株式会社ベルワイド 愛媛県八幡浜市新町２７２
番地１ 訪問介護 おるｄｅ新町ヘルパース

テーション
愛媛県八幡浜市新町２８１
番地１ 平成１９年８月１０日

３８７０２０１５５９ 株式会社ほのぼの 愛媛県今治市高市甲４６３
番地１ 訪問介護 ほのぼの指定介護サービ

ス
愛媛県今治市高市甲４６３
番地１ 平成１９年８月１５日

３８７０１０６５５０ 特定非営利活動法人ケア
サポート優

愛媛県松山市森松町６４５
番地２ 訪問介護 特定非営利活動法人ケア

サポート優
愛媛県松山市森松町６４５
番地２ 平成１９年８月２０日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０３０１０６０ 合同会社ゆら 愛媛県宇和島市津島町須
下３６５番地 居宅介護支援 合同会社ゆら指定居宅介

護支援事業所
愛媛県宇和島市津島町須
下３６５番地 平成１９年８月１日

３８７０４００６３１ 株式会社ステージアップ 愛媛県八幡浜市保内町須
川５１０番地 居宅介護支援 介護サービス優瑠里 愛媛県八幡浜市釜倉１番

耕地６０８番１ 平成１９年８月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１９０１号 平成１９年１０月２日

平成１９年１０月２日火曜日 第１９０１号

愛 媛 県 報

１０８３
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�愛媛県告示第１５３２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業所の所在地

を変更した旨の届出があった。

平成１９年１０月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事業所の所在地

を変更した旨の届出があった。

平成１９年１０月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のとおり指定介護予防サービス事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１９年１０月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０６１４７ 社会福祉法人ワーカーズ
コレクティブとも 愛媛県松山市溝辺町甲９４ 介護予防通所介護 アンジュールともの家 愛媛県松山市溝辺町甲９４ 平成１９年８月１日

３８７０１０６５４３ 株式会社たいじゅ 愛媛県松山市太山寺町２４
１６番地３ 介護予防訪問介護 ヘルパーステーション清

和
愛媛県松山市太山寺町２４
０１番地２ 平成１９年８月１日

３８７０２０１５４２ ベストケア株式会社 愛媛県松山市北条辻６１０
番地１５ 介護予防通所介護 ベストケア・デイサービ

スセンターしまなみ
愛媛県今治市近見町一丁
目３番３号 平成１９年８月１日

３８１３９１００４３ 医療法人友和会 愛媛県北宇和郡鬼北町近
永１５１７番地３

介護予防通所リハ
ビリテーション 篠原医院 愛媛県北宇和郡鬼北町大

字近永１５１７番地３ 平成１９年８月１日

３８７０３０１０７８ 社会福祉法人正和会 愛媛県宇和島市保田甲１９
３２番地２ 介護予防通所介護

社会福祉法人正和会 デ
イサービスセンターやす
らぎ

愛媛県宇和島市蛤９５番地
３ 平成１９年８月１日

３８７０４００６４９ 株式会社ベルワイド 愛媛県八幡浜市新町２７２
番地１ 介護予防訪問介護 おるｄｅ新町ヘルパース

テーション
愛媛県八幡浜市新町２８１
番地１ 平成１９年８月１０日

３８７０２０１５５９ 株式会社ほのぼの 愛媛県今治市高市甲４６３
番地１ 介護予防訪問介護 ほのぼの指定介護サービ

ス
愛媛県今治市高市甲４６３
番地１ 平成１９年８月１５日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１０２７６５ 合資会社テクノエイドみ
らい

愛媛県松山市山越三丁目
５－２８

特定福祉
用具販売

合資会社テクノエイド
みらい福祉用具貸与事
業所

愛媛県松山市山越五
丁目１３番８号

愛媛県松山市山越３
－５－２８

平成１９年
８月９日

３８７０１０２７６５ 合資会社テクノエイドみ
らい

愛媛県松山市山越三丁目
５－２８

福祉用具
貸与

合資会社テクノエイド
みらい福祉用具貸与事
業所

愛媛県松山市山越五
丁目１３番８号

愛媛県松山市山越３
－５－２８

平成１９年
８月２０日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０２００８２５ 有限会社いよ路サービス 愛媛県今治市鯉池町一丁
目１番２２号

居宅介護
支援

有限会社いよ路サービ
ス

愛媛県今治市鯉池町
一丁目１番２２号

愛媛県今治市鯉池町
一丁目２番１０号

平成１９年
８月１日

３８７０４００６０７ 株式会社ベルワイド 愛媛県八幡浜市新町２７２
番地１

居宅介護
支援

おるｄｅ新町居宅介護
支援事業所

愛媛県八幡浜市新町
２７２番地１

愛媛県八幡浜市新町
２８１番地１三原ビル
１階

平成１９年
８月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１０２７６５ 合資会社テクノエイドみ
らい

愛媛県松山市山越三丁目
５－２８

特定介護
予防福祉
用具販売

合資会社テクノエイド
みらい福祉用具貸与事
業所

愛媛県松山市山越五
丁目１３番８号

愛媛県松山市山越３
－５－２８

平成１９年
８月９日

愛 媛 県 報平成１９年１０月２日 第１９０１号

１０８４
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�愛媛県告示第１５３８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び八幡浜地方局産業経済部商工労政課並びに

西予市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１９年１０月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

スーパードラッグコスモス宇和店

�愛媛県告示第１５３５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業を廃止した

旨の届出があった。

平成１９年１０月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のとおり指定介護予防サービス事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１９年１０月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定の辞退があった。

平成１９年１０月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８７０１０２７６５ 合資会社テクノエイドみ
らい

愛媛県松山市山越三丁目
５－２８

介護予防
福祉用具
貸与

合資会社テクノエイド
みらい福祉用具貸与事
業所

愛媛県松山市山越五
丁目１３番８号

愛媛県松山市山越３
－５－２８

平成１９年
８月２０日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０４９１０ 藤井吉株式会社 広島県広島市東区光町二
丁目９－２４ 通所介護 デイサービス楽家 愛媛県松山市問屋町３３４

－２６ 平成１９年７月３１日

３８７４００００５６ 有限会社サン・ケアワー
ク

愛媛県南宇和郡愛南町城
辺甲１９８８ 福祉用具貸与 有限会社サン・ケアワー

ク
愛媛県南宇和郡愛南町城
辺甲１９８８ 平成１９年７月３１日

３８７４００００５６ 有限会社サン・ケアワー
ク

愛媛県南宇和郡愛南町城
辺甲１９８８ 特定福祉用具販売 有限会社サン・ケアワー

ク
愛媛県南宇和郡愛南町城
辺甲１９８８ 平成１９年７月３１日

３８７０２００３９５ 有限会社四国フラッシュ 愛媛県今治市高市甲４６３
番地１ 訪問介護 ほのぼの指定訪問介護事

業所
愛媛県今治市高市甲４６３
－１ 平成１９年８月１４日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定介護予防サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０４９１０ 藤井吉株式会社 広島県広島市東区光町二
丁目９－２４ 介護予防通所介護 デイサービス楽家 愛媛県松山市問屋町３３４

－２６ 平成１９年７月３１日

３８７４００００５６ 有限会社サン・ケアワー
ク

愛媛県南宇和郡愛南町城
辺甲１９８８

介護予防福祉用具
貸与

有限会社サン・ケアワー
ク

愛媛県南宇和郡愛南町城
辺甲１９８８ 平成１９年７月３１日

３８７４００００５６ 有限会社サン・ケアワー
ク

愛媛県南宇和郡愛南町城
辺甲１９８８

特定介護予防福祉
用具販売

有限会社サン・ケアワー
ク

愛媛県南宇和郡愛南町城
辺甲１９８８ 平成１９年７月３１日

３８７０２００３９５ 有限会社四国フラッシュ 愛媛県今治市高市甲４６３
番地１ 介護予防訪問介護 ほのぼの指定訪問介護事

業所
愛媛県今治市高市甲４６３
－１ 平成１９年８月１４日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護療養型医療
施 設 の 開 設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
辞退に係る指定介護療養型医療施設

届出年月日
名 称 所 在 地

３８１０７２０６３５ 石 村 啓 輔 愛媛県大洲市若宮９５５－
１

介護療養型医療施
設 石村整形外科医院 愛媛県大洲市若宮９５５－

１ 平成１９年７月３１日

愛 媛 県 報平成１９年１０月２日 第１９０１号
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西予市宇和町上松葉１７９番１外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

ダイワロイヤル株式会社

東京都台東区上野七丁目１４番４号

代表取締役社長 越智 壯

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２０年５月７日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，３６１平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

６０台

イ 駐輪場の収容台数

２８台

ウ 荷さばき施設の面積

４８平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１１．１１立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前１０時

閉店時刻 午後９時３０分

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午後１０時まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１９年９月６日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び八幡浜地方局産業経済

部商工労政課並びに西予市役所において告示の日から１月間縦覧

に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１５３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２０条第１項の規定により、道

路と他の工作物との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり

協議が成立した。

その関係図書は、愛媛県庁及び宇和島地方局建設部に備え置いて

縦覧に供する。

平成１９年１０月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の種類及び路線名

一般県道後柿之浦線

２ 他の工作物の名称

須下海岸保全施設

３ 兼用工作物の位置

宇和島市津島町須下字橘１４１番５地先から同６９番２地先まで

４ 兼用工作物の管理を行う者の氏名及び住所

海岸管理者 宇和島市長 石橋 寛久

住所 愛媛県宇和島市港町二丁目４番１４

道路管理者 愛媛県知事 加戸 守行

住所 愛媛県松山市御宝町１１９番１

５ 管理の内容

� 兼用工作物の新設（道路の附属物に係るものに限る。以下同

じ。）、改築、維持又は修繕は、道路専用施設（路面（路盤ま

での部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道

路の管理上必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。）につい

て道路管理者が、当該施設以外の部分については、海岸管理者

が行うものとする。

� 兼用工作物の災害復旧は、次の各号に掲げる者が行うものと

する。ただし、第１号又は第２号に掲げる場合においても、特

に緊急に災害復旧を行う等の必要があるときは、その都度協議

して定めるところにより、海岸管理者又は道路管理者がこれを

行うものとする。

一 もっぱら道路専用施設に係る場合 道路管理者

二 もっぱら道路専用施設以外の部分に係る場合 海岸管理者

� 前２項の規定によるほか、海岸法又は同法に基づく命令の規

定による兼用工作物の管理は海岸管理者が、道路法又は同法に

基づく命令の規定による兼用工作物の管理は道路管理者が行う

ものとする。

６ 管理の期間

平成１９年１０月２日から当該路線を廃止する日又は海岸の公用を

廃止する日まで

�愛媛県告示第１５４０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１９年１０月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成１９年１０月２日 第１９０１号
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検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１９松局建（開）第３１号

平成１９年９月１８日

伊予郡砥部町重光２５８番５、２６１番１、２６２番、２６４番、２６５番１、２６６番、２６

２番地先農道及び２６５番１地先農道

松山市大橋町９２番地３

有限会社ホームアンドホーム

１９四土（開）第９号

平成１９年９月１９日
四国中央市豊岡町大町字ツブノハナ上２００４番１

高松市松島町一丁目１１番２２号

株式会社四電工

平成１９年１０月２日 発行

愛 媛 県 報平成１９年１０月２日 第１９０１号

１０８７


